
訪問型サービスA（緩和型サービス）　Ｒ６年６月１日～

10.84

サービス

種類

サービス項

目コード
サービス名称 単位数 給付率 利用者負担額 算定単位

制限日数・

回数

算定回数制

限期間

支給限度額

対象区分

事業対象者

実施区分

要支援１受

給者実施区

要支援２受

給者実施区
A3 1001 90% 1,175

A3 1002 80% 2,350

A3 1003 70% 3,525

A3 1004 90% 39

A3 1005 80% 78

A3 1006 70% 117

A3 1011 90% 1,058

A3 1012 80% 2,116

A3 1013 70% 3,174

A3 1014 90% 35

A3 1015 80% 70

A3 1016 70% 104

A3 1101 90% 2,351

A3 1102 80% 4,701

A3 1103 70% 7,051

A3 1104 90% 77

A3 1105 80% 154

A3 1106 70% 231

A3 1111 90% 2,115

A3 1112 80% 4,230

A3 1113 70% 6,345

A3 1114 90% 70

A3 1115 80% 139

A3 1116 70% 208

A3 1201 90% 3,526

A3 1202 80% 7,051

A3 1203 70% 10,576

A3 1204 90% 116

A3 1205 80% 232

A3 1206 70% 348

A3 1211 90% 3,173

A3 1212 80% 6,346

A3 1213 70% 9,519

A3 1214 90% 104

A3 1215 80% 208

A3 1216 70% 312

A3 1901 90% 217

A3 1902 80% 434

A3 1903 70% 651

(市)訪問型サービス初回加算 200 １月につき １回

(市)訪問型サービスⅢ・日割・同一 96 １日につき
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利

用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

不可 不可

１月につき 対象 可 可

可

対象 不可 可 可

可

対象 不可 不可 可

可

対象 不可 不可 可

可

１回 １月につき 対象 不可 不可

(市)訪問型サービスⅢ・同一 2,927 １月につき
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利

用者20人以上にサービスを行う場合　×90％
１回 １月につき

(市)訪問型サービスⅢ・日割

(市)訪問型サービスⅢ 3,252 １月につき

訪問型サービス費（Ⅲ）

3,252単位

要支援２

（週２回を超える程度）

107 １日につき

対象

可 可

(市)訪問型サービスⅡ・日割 71 １日につき

可

(市)訪問型サービスⅡ・日割・同一 64 １日につき
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利

用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

対象 不可 可 可

(市)訪問型サービスⅡ・同一 1,951 １月につき
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利

用者20人以上にサービスを行う場合　×90％
１回

(市)訪問型サービスⅡ 2,168 １月につき

訪問型サービス費（Ⅱ）

2,168単位

要支援１・要支援２

（週２回程度）

１回 １月につき 対象 不可

対象 可

１月につき 対象 不可

可 可

(市)訪問型サービスⅠ・日割・同一 32 １日につき
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利

用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

(市)訪問型サービスⅠ・同一 976 １月につき
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利

用者20人以上にサービスを行う場合　×90％
１回 １月につき

対象 可 可 可

対象 可 可 可

１回 １月につき 対象 可 可 可

内容

(市)訪問型サービスⅠ 1,084 １月につき

訪問型サービス費（Ⅰ）

1,084単位

事業対象者・要支援１・要支援

２

（週１回程度）

(市)訪問型サービスⅠ・日割 36 １日につき

新規 変更 廃止
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